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第３８回定時評議員会。第５３回理事会

宮原会長挨拶

平成２８年６月１４日（火）

午後４時３０分開会

法曹会館高砂の間

本日は当財団第３８回定時評議員会及び第５３回理事会開催にあたり、ご多忙

中のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。

議事に先立ちまして、私から一言ご挨拶を申し上げます。当財団は１９９６年

に設立以来、２０年を経過し､今年は記念すべき２０周年の年にあたります。

所期の目的に沿い法制度整備支援を中心として、各事業ともほぼ順調に実施し

てきておりますが、これら事業の実施運営にあたりましては、法務省やJICAを

はじめとする政府関係機関並びに当財団役員、会員企業、また学術関係者の皆

様のご指導とご尽力のおかげであり、この場をお借りしまして改めて厚くお礼

申し上げます。

お陰をもちまして財団は順調に事業を行っておりますが、厳しい経営環境に置

かれている企業もあり、財団の事業の重要'性は理解するものの、やむなく退会

あるいは会費減額の申し出をされる企業はなくなりません。皆様におかれまし

でも、どうか引き続き財団のPR及び会員の維持･増加についてご協力いただきま

すようお願いいたします。

今年度は、新たにJICAとの３年契約を締結しました。あたらにインドネシアが

法整備支援の対象国として加わることになっており、引き続きカンボジア．ベト

ナム．ラオス.ネパール・ミャンマーなどに対する法整備支援事業の部会運営、研

修等行ってまいります。

また、財団が行う事業の主なものとしましては、日中民商事法セミナーを今秋、

北京で実施する予定です。なお、来年１月には、財団設立２０周年記念式典を

開催することを検討中で、具体的化の目途が付きましたら、あらためてご連絡

を差し上げることにしております。

それでは、本日の議事についてご検討いただき、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げまして､私のご挨拶とさせていただきます。
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５、

開催日時平成２８年６月１４日１６時３０分～１７時００分

開催場所東京都千代田区霞が関１－１－１法曹会館高砂の間

出席者評議員総数８名、出席評議員７名

前田宏竹下守夫森蔦昭夫青山善充諸石光照、河内悠紀、小泉淑子

同席者会長宮原賢次理事長原田明夫事務局長北野貴晶

監事本江威葺監事服部進睦

議題

（１）議事事項

第１号議案平成２７年度計算書類等承認の件

第２号議案理事選任の件

第３号議案監事選任の件

（２）報告事項

①平成２７年度事業報告の件

②平成２８年度事業計画及び収支予算書報告の件

定足数の確認

７名の出席があり、定款１９条の規定により評議員会は有効に成立していることを確認した。

議事の経過の要領及びその結果

互選により青山評議員が議長となり、開会を宣し議事に入った。

第１号議案平成２７年度計算書類等について

事務局長より資料に基づき説明が行われ、そのあと監事より業務及び会計については適正で

ある旨報告が行われた後、原案通り出席者全員一致で承認可決した。

第２号議案理事選任の件

事務局長より、候補者７名は、平成２８年５月２３日の第５２回理事会で推薦されたもので

ある旨説明が行われた後、原案通り、各候補者は、それぞれ出席者全員一致で承認可決した。

第３号議案監事選任の件

事務局長より、候補者２名は、平成２８年５月２３日の第５２回理事会で推薦されたもので

ある旨説明が行われた後､原案通り、各候補者は、それぞれ出席者全員一致で承認可決した。

報告事項

平成２８年度事業計画及び収支予算書について、事務局長より、平成２８年３月２３日の第

５１回理事会で承認されたものとして、資料に基づき説明があった。

議事録署名人

議事録署名人として前田宏評議員と小泉淑子評議員が選出された。
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第三十八回評議員会議事録
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以上をもって議事の全部を終了したので、議長は１７時００分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した議長及び議

事録署名人が記名押印する。
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公益財団法人国際民商事法センター平成２８年６月１４日
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第１号議題代表理事、業務執行理事選定の件

候補者

代表理事（会長）：宮原賢次会長

代表理事（理事長）：原田明夫理事長

業務執行理事：北野貴晶（事務局長兼務）

1，開催日時平成２８年６月１４日１７時００分～１７時３０分

２、開催場所東京都千代田区霞が関１－１－１法曹会館高砂の間

3，出席者 理事総数７名

出席理事６名

宮原賢次原田明夫小杉丈夫小川郷太郎南敏文北野貴晶

監事総数２名

出席監事２名

本江威葺服部進睦
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議題

（１）議事事項
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第五十三回理事会議事録
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第２号議題顧問に推薦することを決定する件

候補者：添付別紙①のとおり、９名

第３号議題参与に推薦することを決定する件

候補者：添付別紙②のとおり、１６名
，〆．＝＞、
.,‘画迄二､

i縦M〉
･巳一一 第４号議題学術参与に推薦することを決定する件

候補者：添付別紙③のとおり、１２名

第５号議案６月末日までに内閣府に提出する平成２７年度事業報告に等に係る書類の提出

及び記載内容等について理事長に一任する件

（２）報告事項：

①代表理事の職務執行報告

②業務執行理事の職務執行報告

定足数の確認

６名の出席があり、定款３２条の規定により、決議を行う理事会として有効に成立していること

を確認した。
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７，

議事の経過の要領及びその結果

互選により原田理事長が議長となり、開会を宣し議事に入った。

第１号議案

議長から、代表理事会長、代表理事理事長、業務執行理事の候補者に関する説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員で可決した。

なお、被選定者は、夫々即時就任を承諾した。

第２号議案

事務局長から、顧問の候補者に関する説明があった。審議の結果、原案通り出席者全員で可

決した。

第３号議案

事務局長から、参与の候補者に関する説明があった。審議の結果、原案通り出席者全員で可

決した。

第４号議案

事務局長から、学術参与の候補者に関する説明があった。審議の結果、原案通り出席者全員

で可決した。

第５号議案

事務局長が、内閣府に提出する平成２７年度事業報告に等に係る書類の提出及び記載内容に

ついて説明し、今回は事前に理事会での承認を求める事項はないので、理事長に一任したい

旨の説明の後、審議の結果、原案通り出席者全員一致で可決した。

報告事項

（１）代表理事の職務執行報告

代表理事である宮原会長は、平成２８年秋に開催予定の日中民商事法セミナーについて

の準備状況について報告し、原田理事長は、平成２７年度については理事会で承認され

た範囲で着実に業務を遂行してきた旨報告した。

（２）業務執行理事の職務執行報告

北野業務執行理事は、平成２８年度のこれまでの財団の活動実績及びこれからの活動予

定を報告した。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は１７時３０分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席代表理事及び出

席監事が記名押印する。
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平成２８年６月１４日

公益財団法人国際民商事法センター

代表理事会長

代表理事理事長

監事

監事 版邦進』稜
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＜事業活動＞

平成２７年度事業報告書

(平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

1、公益事業１（調査。研究事業、セミナー。シンポジウム開催事業）

(１） アジア･太平洋地域法制度調査

当財団は法務省法務総合研究所と共同で平成８年度から委託研究としてアジア．

太平洋地域法制度調査研究事業を実施している。平成２７年度より「会社法実務

研究会」（テーマは「ガバナンスと役員の責任」）を新たに３ヶ年計画で開始し
た。

名称：アジア･太平洋会社法実務研究会

主催：法務省法務総合研究所国際協力部、当財団

期間：平成２７年４月～平成２９年３月（３ケ年プロジェクト）

研究対象国･地域(予定):ベトナム､カンボジア､ラオス、ミャンマー､インドネシア

座長：国谷史朗弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

委員：飯島奈絵弁護士法人堂島法律事務所弁護士

石田員得関西学院大学法学部教授

川島裕理弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

北村雅史京都大学大学院法学研究科教授

児玉実史北浜法律事務所弁護士

豊島ひろ江中本総合法律事務所弁護士

東義之住友商事株式会社関西法務チーム長

古川朋雄大阪府立大学経済学部准教授

平成２７年度における研究会開催（場所：法務総合研究所（大阪）国際協力部セミナー室）

第１回研究会平成２７年１１月１１日

第２回研究会平成２８年２月８日

（２）日韓パートナーシップ共同研究

本研究は、韓国大法院｡各級法院及び日本法務省･法務局と裁判所の不動産及び商

業登記制度関係者によるパートナーシップ共同研究で、研究員が、主題に関する

制度上及び実務上の諸問題についての議論を通じてお互いの知識の向上を図り、

成果を研究主題についての制度の発展及び実務の改善に寄与させるとともに、両

国間にパートナーシップを醸成することを目的としており、平成１１年から毎年

開催しているものである。本研究の特徴としては、「日本セッション｣と｢韓国セッ

ション｣という２つのセッションから構成されていることであり、両国の研究員が

互いに相手国に渡り、相互に研究を実施することが挙げられる。なお、韓国セッ

ションは、大法院公務員教育院が実施する。当財団は本研修の日本側共催者とし

て会議費他の一部費用を負担、研究員と財団他関係者の交流の場を設ける等の協
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力を行っている。

第１６回日韓パートナーシップ共同研究

メインテーマ～「不動産登記制度、商業登記制度、供託制度及び

民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」

韓国セッション：

日本セッション

平成２７年８月３１日～９月１０日(韓国高陽）

日本チーム５名が訪韓、韓国チーム５名と共に大法院施設に

おいて研究。帰国後９月１０日帰国報告会を実施。

平成２７年１０月１２日～１０月２２日(東京）

韓国チーム５名が来日、日本チーム５名と共に法務省法務総

合研究所(東京)浦安センター等において研究。１０月２０日

総合発表として韓国研究員による発表会開催。

（３）日中民商事法セミナー

本セミナーは当財団の重要事業の一つとして平成８年の財団設立以来、日本（東

京･大阪）と中国（北京）で交互に開催し、時機に応じたテーマを取り上げて相手

国の専門家を招聴し講演を行ってもらう方式をとっており、平成２７年度は日本

側の要請により「中国外資法」をテーマとして取り上げた。

自由貿易区における外国投資ネガティブリストの管理の実践と進展、中国の外国

投資政策及び立法の新たな動きを含む、中国の外国投資法の変遷と現状を外国投

資プロジェクト審査の管轄部署である国家発展改革委員会法規司司長の李氏に講

演いただいた。その後、日本側のコメンテーターのコメント、相互討論及び会場

との質疑応答が積極的に行われ、最後に小杉理事の総括があり、充実したセミナ

ーとすることができた。

第２０回日中民商事法セミナー（東京）

日時：２０１６年２月２５日（木）

場所：平河町ＪＡ共済ビルカンフアレンスホール

主催：日本側法務省法務総合研究所、独立行政法人日本貿易振興機構、

公益財団法人国際民商事法センター

中国側国家発展改革委員会

参加者：約８０名

開会挨拶：宮原賢次

林念修

中井隆司

赤星康

明暁東

公益財団法人国際民商事法センター会長

国家発展改革委員会副主任

法務省法務総合研究所総務企画部長

独立行政法人日本貿易振興機構副理事長

中国駐日本国大使館公使参事官
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総合司会：小杉丈夫松尾綜合法律事務所弁護士･当財団理事

講演

演題：外国投資立法の制定動向と外国投資への影響

講師：国家発展改革委員会法規司司長李充

日本側コメント

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：森川伸吾曾我法律事務所弁護士

平野温郎東京大学大学院法学政治学研究科教授

討論･会場質疑

総括小杉丈夫松尾綜合法律事務所弁護士･当財団理事

（４）国際民商事法シンポジウム

今年度は、法務省法務総合研究所、日本ローエイシア友好協会、独立行政法人国

際協力機構（JICA）と共催して、ラオスのブンクート。サンソムサック司法大臣

が来日されたことを機に、「ラオスにおける法整備の現状及びアジアにおける経

済紛争解決」をテーマとしてセミナーを開催した。

セミナーにおいては、第１部として、ラオス司法大臣のブンクート°サンソムサ

ック氏に、「ラオスの法制度に関する最新情報」として基調講演をしていただい

たあと、第２部として、弁護士の鈴木五十三氏（ローエイシア会長）にモデレー

ターをお願いして、今回ラオスから来られた司法省の方おこ方と日本側パネリス

トとの間で、「ラオス法整備における取組み～民法典編さんについて」並びに「ア

ジアにおける経済紛争解決」についてパネルディスカッションを行い、ラオスの

最近の法制度の動向やビジネス法務にとって貴重な情報に接する、貴重な機会を

提供した。

日時：２０１５年９月４日（金）

場所：霞が関ピル３５階東海大学校友会館阿蘇の間

テーマ：「ラオスにおける法整備の現状及びアジアにおける経済紛争解決」

主催：法務省法務総合研究所

公益財団法人国際民商事法センター（ICCLC）

日本ローエイシア友好協会

独立行政法人国際協力機構（JICA）

開会挨拶：赤根智子法務省法務総合研究所長

【第一部】基調講演：「ラオスの法制度に関する最新情報」

ブンクート。サンソムサックラオス司法大臣

【第二部】パネルディスカッション：

「ラオス法整備における取組み～民法典編さんについて」
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「アジアにおける経済紛争解決」

モデレーター：

鈴木五十三ローエイシア会長／古賀総合法律事務所弁護士

パネリスト：

ナロンリット・ノーラシンラオス司法省計画｡協力局長代理

パイヴィー･シーブアリパーラオス司法省経済紛争解決センター長

松尾弘慶雁義塾大学大学院法務研究科教授

粟津卓郎曾我法律事務所弁護士

須田大ラオス長期派遣専門家

質疑応答

閉会挨拶：原田明夫公益財団法人国際民商事法センター理事長

司会：阪井光平法務省法務総合研究所国際協力部長

（５）連携企画「アジアのための国際協力iｎ 法分野２０１５１

当財団は、法務省法務総合研究所・慶雁義塾大学大学院法務研究科。神戸大学大

学院国際協力研究科。名古屋大学大学院法学研究科。法政国際教育協力研究セン

ター・早稲田大学法学学術院。比較法研究所と共催して、次世代のアジア諸国法

研究者や法整備支援の担い手を育成するための連携企画を２０１０年から実施し

ているが、本年度は「アジアのための国際協力ｉｎ法分野2015」を次のとおり３

回にわたって開催した。

この連携企画では、国内外の専門家を招鴫して講義を行うとともに参加者がチー

ムに分かれて研究。報告。討論を行うことにより、アジアの法と社会を学ぶ意味、

研究方法論と研究史、法整備支援をめぐる理論動向、法律実務家がアジア法整備

支援に関わることの意義などについて年間を通して学んでいくことができ、参加

者に対して、本企画に参加することにより、アジア諸国法研究や法整備支援の基

礎知識や研究方法論を習得することになったとともに、次世代の若手研究者。実

務家が出会い、ネットワークを形成する場を提供するものとなった。

Ａキックオフセミナー

日時：２０１５年５月３１日（土）１３：００～１７

場所：大阪梅田スカイピル２２階Ｄ会議室

３０

～プログラム～

総合司会：法務省法務総合研究所国際協力部教官･検事内山淳

開会挨拶：名古屋大学大学院法学研究科教授／法政国際教育協力研究センター長

小畑郁

第１部法分野の国際協力とは？

～多様なアクターによる取り組みの最新動向を知る～

(1)法整備支援への様々なアプローチ～法における国際協力への序論として～

1０



慶雁大学大学院法務研究科教授松尾弘

(2)JICAの法整備支援

独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協力専門員･弁護士入江克典

(3)法務省法務総合研究所国際協力部の活動紹介

法務省法務総合研究所国際協力部教官塚部貴子

(4)公益財団法人国際民商事法センターの活動紹介

公益財団法人国際民商事法センター事務局長北野貴晶

(5)法学教育･アジア法研究を通じた法整備支援

名古屋大学大学院法学研究科･教授／法政国際教育協力研究センター長
小畑郁

質疑応答

第２部法整備支援に携わるということ～現場を経験した研究者。法曹に聞く～

モデレーター：名古屋経済大学経営学部准教授中村真咲
パネリスト：

慶磨大学大学院法務研究科教授松尾弘

大阪地方検察庁･検事／元JICAラオス法整備支援長期専門家伊藤浩之

独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協力専門員･弁護士入江克典

渥美坂井法律事務所･外国法共同事業弁護士／

元名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)法学特任講師上東亘

閉会挨拶：公益財団法人国際民商事法センター事務局長北野貴晶

Ｂサマースクール「アジアの法と社会２０１５」

日時：平成２７年８月１９日（水）～２１日（金）

会場：名古屋大学。文系総合館カンファレンスホール ７Ｆ

８月１９日（水）

開会挨拶･趣旨説明：定形衛名古屋大学法政国際教育協力研究センター教授

第１部アジアの法と社会への誘い

「法務省の法整備支援」

川西－法務省法務総合研究所国際協力部教官･検事

「日弁連の国際司法支援一カンボジアやラオスでの実例紹介一」

外山太士日本弁護士連合会国際交流委員会国際司法支援センター長／
弁護士

「イスラームと立憲主義」

桑原尚子福山市立大学都市経営学部准教授

「行政法分野における日本の法整備支援」

市橋克哉名古屋大学理事･副総長

８月２０日（木）
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第２部変動するアジアの法と社会

「アジア諸国における刑事司法への市民参加一類型と問題一」

小森田秋夫神奈川大学法学部教授

「中国の環境公害被害者と司法救済の現状」

棲井次郎神戸市外国語大学中国学科准教授

第３部アジア諸国の学生との対話

アジア諸国の学生によるプレゼンテーシヨン

．ウズベキスタン「ウズベキスタンにおける住民登録の問題」

。モンゴル「モンゴルにおける家庭内暴力の問題」

・ベトナム（ハノイ）「ベトナムにおけるゴミ処理の問題」

・カンボジア「カンボジアにおけるＮＧＯを監督する法律の問題」

・ベトナム（ホーチミン）

「ベトナムにおける汚職に関する諸犯罪に対して死刑を廃止する問題」

アジア諸国の学生とのグループディスカッション

８月２１日（金）

第４部アジアの法と社会の軌跡

「アジアの法と社会を理解するために－歴史の中で考える－」

鮎京正訓愛知県公立大学法人理事長／名古屋大学名誉教授

第５部法整備支援ワークショップ

「起草過程で支援を受けて成立した法律の規定が悪用された？！

－人々の権利が守られる社会づくりに役立つ法整備支援を考えよう－」

グループワーク、ディスカッション

コーディネーター：佐藤直史

コメンテーター：磯井美葉

JICA国際協力専門員／弁護士

JICA国際協力専門員／弁護士

第６部まとめ

全体振り返り（意見交換。全体討論）

コーディネーター：佐藤直史ＪＩＣＡ国際協力専門員／弁護士

閉会挨拶：名古屋大学大学院法学研究科教授／法政国際教育協力研究センター長

小畑郁

Ｃ学生シンポジウム

キックオフセミナー、サマースクールで学んだ知識を踏まえ、全国の各大学の学

生メンバーが集い、アジア諸国における社会問題についてそれぞれがテーマを選
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定し、法的な側面を中心に捉えながら、より広く、政治。経済。宗教。文化など

もふまえた多面的な考察を行った。「法の分野での国際協力。国際貢献」として

の開発法学と法制度整備支援の実情と魅力に関して、学生等に研究発表させるこ

とを通じて、法制度整備支援に対する広範な関心を集め、理解と協力を求めると

ともに、今後の法制度整備に携わる人材の育成強化及び関係諸機関との連携強化

を図ることを目的とした。

日時：２０１５年１１月２８日（土）１３：００～１８：１５

場所：慶礁義塾大学三田キャンパス南館地下４階デイスタンスラーニング室

開会挨拶｡趣旨説明：松尾弘慶膳義塾大学大学院法務研究科教授

第１部有志グループの発表

（１）カンボジアの司法アクセスとＡＤＲの現状

（２）カースト制度から見るネパール

-2011年「カーストに基づく差別と不可触制」の立法を巡って

（３）ラオスの土地に関する法的枠組みの地域的特徴に基づいた分析

（４）ミャンマー国家統治の歴史から見えるロヒンギヤ問題

（５）ベトナムにおける産業排水汚染と環境政策

（６）モンゴルにおける法曹養成制度

第２部全体討論モデレーター松尾弘慶膳義塾大学大学院法務研究科教授

第３部講評主催機関｡大学、連携機関の専門家からの講評

閉会挨拶：名古屋大学大学院法学研究科教授／法政国際教育協力研究センター長

小畑郁

（６）平成２７年度｢国際民商事法金沢セミナー」

石川国際民商事法センター及び法務省法務総合研究所等と共催して下記セミナー

を実施した。

開催趣旨：当財団は、１９９６（平成８）年の設立以降、約２０年間にわたり、ア

ジア諸国の民事｡商事に関する法律の制定や運用、法曹の人材育成な

どの支援を推進し、市場経済への移行を後押しするとともに、各国と

の友好関係の構築に取り組んできたが、今回のセミナーでは、「法整

備支援一世界で活躍する日本の法律家」を取り上げた。

日時：平成２８年３月５日（土）１４時００分－１７時００分

場所：北国新聞交流ホール（北国新聞赤羽ホール１階）

主催者：石川国際民商事法センター、法務総合研究所国際協力部、北国新聞社、
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当財団

～プログラム～

開会挨拶：石川国際民商事法センター会長

金沢家庭裁判所長

金沢地方検察庁検事正

公益財団法人国際民商事法センター監事

高津基

原啓一郎

中島行博

本江威喜

講演１「違いを超えて～２０１５年からの国際協力」

講師：柴田紀子国際連合薬物･犯罪事務所職員、検事

講演２「『法」を通じて広がる．繋がる国際協力」

講師：松尾弘慶膳義塾大学大学院法務研究科教授

トークセッション「新しい法の架け橋」

コーディネーター：阪井光平法務省法務総合研究所国際協力部長

パネリスト： 柴田紀子国際連合薬物･犯罪事務所職員、検事

松尾弘慶膳義塾大学大学院法務研究科教授

閉会挨拶：法務省法務総合研究所国際協力部教官甲斐雄次

２，公益事業２（法整備支援事業）

平成２７年度に財団が関与した法整備支援事業の主なものは以下のとおり。

（１）ベトナム

平成２７年４月から５年間の期間で、２０２０年を目標とする法。司法改革支援

プロジェクトを実施している。このプロジェクトは、司法省。最高人民裁判所。

最高人民検察院を支援対象機関とし、支援の重点を「法の運用体制の強化」、「法

曹等の能力強化。人材育成」に置き、司法機関（裁判所。検察庁）及び司法補助

機関（判決執行機関等）の能力の改善に向けた取組を行う一方で民法改正、裁判

所組織法改正等の起草支援を行うもので、平成２７年度は、司法省と最高人民検

察院を対象として、次のとおり本邦研修を実施した。

a，研修名第４９回ベトナム法整備支援研修（首相府）

法。司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２

実施期間平成２７年９月１０日（木）～９月１７日（木）

実施場所法務省法務総合研究所(東京)他

研修員グエン･テイエン･ズン首相府人事組織部長他９名

b・研修名第５０回ベトナム法整備支援研修（MOJ）

法。司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２
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実施期間

実施場所

研修員

平成２７年１１月２４日（火）～１２月３日（木）

法務省法務総合研究所(東京)他

グエン･ホン。トウエン司法省法整備総務局長他９名

c・研修名ベトナムＳＰＰ研修

法・司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２

実施期間平成２７年１２月２日（水）～１２月１５日（火）

実施場所国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）

研修員トラン｡ヴァン･チュン最高人民検察院犯罪統計情報技術部長

他９名

民法改正を支援するため、ベトナム民法共同研究会を３回実施した。

また、中央司法関係機関による法規範文書の運用及び裁判実務改善にかかる組織

能力向上、地方の課題への指導･助言能力強化、法規範文書の起草･改正を支援す

るため、ベトナム裁判実務改善研究会を１回実施した。

（２）カンボジア

平成２４年４月から５年間の期間で、民法。民事訴訟法普及プロジェクトを実施

している。このプロジェクトは、司法省。王立司法学院。弁護士会・王立法律経

済大学を支援対象機関とし、各機関の中核人材の能力強化等を通じて、カンボジ

ア民法、民事訴訟法及び関連法令を適切に解釈、運用し、かつ、将来自立的。持

続的に現行法の運用及び新法の起草を可能にすることを目指すものであり、平成

２７年度は、民事関連法令の起草・改正、運用に対し適切に対応する体制及び能

力の整備。育成のための本邦研修を次のとおり２回に分けて実施した。

a・研修名第７回カンボジア民法。民事訴訟法普及支援研修

実施期間平成２７年９月７日（月）～９月１８日（金）

実施場所ＪＩＣＡ東京国際センター（TIC）他

研修員ソー･ダニー司法省総務部副部長他１５名

ｂ研修名

実施期間

実施場所

研修員

第８回カンボジア民法・民事訴訟法普及支援研修

平成２８年２月２９日（月）～３月１１日（金）

JICA東京国際センター(TIC)及び法務省法務総合研究所(東京)他

テイット･ルッティー司法省検察官他１４名

また、民法・民事訴訟法普及プロジェクト支援のため、次のとおり作業部会等を

開催した。

カンボジア民法作業部会１回

カンボジア民事訴訟法作業部会２回
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（３）ラオス

平成２６年７月より４年間の期間で、司法省｡最高人民裁判所.最高人民検察院・

ラオス国立大学を対象機関とし、法令起草能力や法令運用。執行能力の向上、法

学教育。法曹養成研修。継続的実務研修の改善及び法令の普及．理解促進能力の

向上を図るため、法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２を実施しており、平

成２７年度は、上記プロジェクトに対応した次の共同研究、研修を実施した。

a，研修名第３回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」（法曹養成）

実施期間平成２７年８月２３日（日）～９月２日（水）

実施場所法務省法務総合研究所(東京)他

研修員ヴィエンヴィライ・ティエンチャンサイ

ラオス国立大学法政治学部長他１６名

ｈ研修名第４回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」（刑事関連法）

実施期間平成２７年１１月８日（日）～１１月２１日（土）

実施場所法務省法務総合研究所(大阪)他

研修員センタヴィ｡インタヴォン

ラオス国立大学法政治学部刑事学科学科長他１８名

Ｑ研修名第５回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」（経済紛争解決法）

実施期間平成２７年１２月６日（日）～１２月１９日（土）

実施場所法務省法務総合研究所(大阪)他

研修員ソムサック。タイブンラック

中部高等人民裁判所副裁判所長他１７名

｡．研修名第６回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」（民法１）

実施期間平成２８年２月７日（日）～２月２０日（土）

実施場所ＪＩＣＡ横浜国際センター

研修員ケッサナー.ポンマチヤン司法省法務局局長他１７名

e，研修名第７回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２」（民法２）

実施期間平成２８年２月１４日（日）～２月２７日（土）

実施場所ＪＩＣＡ横浜国際センター

研修員ブンポーン･ファンマニー司法省法制局局長他１５名

また、支援組織として、ラオス民法アドバイザリーグループ（JICA-NET）の会合
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を１回開催した。

（４）ネパール

平成２５年９月から３年半の期間で、裁判所の事件管理制度の改善や司法調停に

よる紛争解決の促進を通じた、裁判所の迅速かつ公平な紛争解決機能の向上を目

的とした「迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」が実

施されており、平成２７年度は、上記プロジェクトに対応した次の研修を実施し

た。

a，研修名ネパール裁判所能力強化第４回本邦研修

実施期間平成２７年１１月２９日（日）～１２月１２日（土）

実施場所法務省法務総合研究所（大阪）他

研修員ディーパック・ラージュ｡ジョシ最高裁判所判事他１９名

また、本支援を効果的に推進するためにネパール国「迅速かつ公平な紛争解決の

ための裁判所能力強化プロジェクト」に係るアドバイザリーグループを６回開催

した。

一方、平成２５年度より実施されているネパール政府による第２次５ケ年司法戦

略計画等の効果的かつ効率的な実施、及び民法の立法化。普及を目的とした（個

別案件）法整備アドバイザーに基づく、民法改正支援アドバイザリーグループの

会合を１回開催した。

（５）モンゴル

平成２２年からモンゴル最高裁判所と協力し､調停センターの利用を促進しつつ、

モンゴル全国に調停制度を導入する計画策定を支援する「調停制度強化プロジェ

クト」を実施している。平成２５年度からフェーズ２として継続しており、平成

２７年度は、モンゴル調停制度強化アドバイザリーグループ会合を５回開催し

た。本プロジェクトは平成２７年度をもって終了した。

（６）ミャンマー

法務長官府の法案審査及び法的助言能力の向上及び最高裁判所の法'情報の調査及

び法案作成能力の向上を含む、両機関の立法実務能力の向上、人材育成強化を支

援するための３年プロジェクトが、平成２５年１１月にスタートした。平成２７

年度は、次の研修を実施した。

ａ研修名第４回ミャンマー法整備支援プロジェクト本邦研修（会社法）

実施期間平成２７年６月２８日（日）～７月１１日（土）

実施場所法務省法務総合研究所(東京）

研修員テイ・ミィン･エー連邦最高裁判所ヤンゴン西部地方裁判所
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ｈ研修名

実施期間

実施場所

研修員

県裁判所補充判事他１０名

第５回ミャンマー法整備支援プロジェクト本邦研修

平成２７年１１月２２日（日）～１２月５日（土）

法務省法務総合研究所（東京）他

ミン･ティ連邦最高裁判所研修部長他１１名

c・研修名第６回ミャンマー法整備支援プロジェクト本邦研修

実施期間平成２８年２月２１日（日）～３月５日（土）
実施場所法務省法務総合研究所（東京）他

研修員ティン･ヌエ･ソー連邦最高裁判所国際関係研究部部長他１３名

（７）法整備支援連絡会

平成１２年から法整備支援に関する関係機関が一堂に会し、意見や情報の交換を

行う場として、法整備支援連絡会を開催している。平成２７年度は従来と同様、
平成２８年１月２２日に大阪で開催された。（当財団後援）

日時：平成２８年１月２２日（金）９：５０～１８：００

会場：（大阪）大阪中之島合同庁舎２階法務省法務総合研究所国際会議室
（東京）ＪＩＣＡ麹町会議室(ＴＶ会議システム）

主催：法務省法務総合研究所、独立行政法人国際協力機構(JICA）
テーマ：ASEANと法整備支援

出席者：法整備支援に関与している関係機関、関係者

＜管理報告＞

1、理事会・評議員会

平成２７年５月２１日

・第４８回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項

（１）平成２６年度（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）事業報告、
計算書類およびそれらの附属明細書、財産目録承認の件

（２）参与選定の件

（３）定時評議員会招集の件

出席等提案書に対し、理事７名の全員の書面による同意の意思表示及び監査
役２名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をも
って、理事会の決議があったものとみなされた。
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平成２７年６月９日

・第３６回評議員会

開催場所学士会館２０３号

決議事項

（１）平成２６年度計算書類等承認の件

報告事項

（１）平成２６年度の事業報告の件

（２）平成２７年度事業計画及び収支予算書報告の件

出席等決議に必要な出席評議員の数８名、出席６名、欠席２名、代表理事２

名、業務執行理事１名、監事出席２名

平成２７年６月９日

・第４９回理事会

開催場所学士会館２０３号

決議事項

（１）参与選定の件

（２）学術参与選定の件

（３）６月末日までに内閣府に提出する平成２６年度事業報告等に係る書類の
提出及び記載内容に等について理事長に一任する件

報告事項

（１）代表理事の職務執行報告

（２）業務執行理事の職務執行報告

出席等決議に必要な出席理事の数７名、出席７名、欠席０名、監事出席２名

平成２８年１月２０日

・第５０回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項

（１）公益財団法人国際民商事法センターの次の規程・規則を制定すること。
①契約社員就業規則

②育児休業規程

③介護休業規程

④特定個人情報取扱規程

（２）公益財団法人国際民商事法センターの次の規程。規則を改訂すること。
①定款

②会員及び会費に関する規則

③事務処理規程

（３）評議員会の件

①開催方法決議の省略の方法

②決議事項公益財団法人国際民商事法センター定款の改訂

出席等提案書に対し、理事７名の全員の書面による同意の意思表示及び監査
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役２名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をも

って、理事会の決議があったものとみなされた。

平成２８年２月４日

。第３７回評議員会

開催方法決議の省略の方法

決議事項公益財団法人国際民商事法センター定款の改訂

出席等提案書に対し、評議員８名の全員の書面による同意の意思表示を得

た日をもって、評議員会の決議があったものとみなされた。

平成２８年３月２３日

・第５１回理事会

開催場所住友商事（㈱東京本社３８階３８３Ｅ会議室

決議事項平成２８年度事業計画の件

報告事項代表理事、業務執行理事の職務執行報告

出席等決議に必要な出席理事の数７名､出席６名､欠席１名､監事出席２名

２， 機関誌「ＩＣＣＬＣ」発行

第４４号平成２７年５月発行

第１９回日中民商事法セミナー

第４５号平成２７年７月発行

平成２６年度事業報告、平成２７年度事業計画

３、ＩＣＣＬＣニュースレター発行

４，

第３４号平成２７年４月発行

国際民商事法金沢セミナー

第３５号平成２７年５月発行

第１９回日中民商事法セミナー

第３６号平成２７年５月発行

シンポジウム｢インドネシアにおける知的財産権と裁判実務の現状」

第３７号平成２７年１１月発行

「アジアのための国際協力ｉｎ法分野2015」キックオフセミナー

第３８号平成２７年１１月発行

シンポジウム「ラオスにおける法整備の現状及びアジアにおける経

済紛争解決」

パンフレット作成･ホームページの内容修正

平成２７年８月、当財団パンフレットの改訂版を作成した。ホームページでは、

公表資料や発信‘情報を適宜更新している。

以上
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I資産の部

ｌ流動資産

現金預金
有価証券
未収入金
前払費用

流動資産合計

２固定資産
(1)基本財産

定期預金

投資有価証券

基本財産合計

(2)特定資産
公益事業積立資産
特定資産合計

(3)その他の固定資産

建物付属設備

減価償却累計額

什器備品
減価償却累計額
無形固定資産
減価償却累計額

電話加入権
差入保証金

その他固定資産合計

固定資産合言。

資産合計

Ⅱ負債の部
l流動負債

未払金

未払消費税等
前受金
預り金

流動負‘債合計

２固定負債

固定負債合計
負債合計

Ⅲ正味財産の部

‐･般正味財産

指定正味財産
寄付金

定味財産合計

負債及び正味財産合計

貸借対照表
平成28年３月３１日現在

当年度

3,906,794

302,601

27,096,711
353,765

31,659,871

42,500,000

7,500,000

50,000,000

2,500,000

2,500,000

468,61.5

△213,689

3,998,295

△3,342,478

647,850

△356,318

３０１，３９２

1,965,366

3,469,033

55,969,033

87,628,904

987,925

722,100

65,180

1,775,205

０

1,775,205

83,353,699

2,500,000

2,500,000

85,853,699

87,628,904

2１

前年度

10,512,300
300,938

19,692,269

353,765

30,859,272

42,500,000

7,500,000
50.000.000

０

H１

468.615

△149,957

4,465,963

△3,300,196

647,850

△226,748
301,392

1,965,366

4,172,2唖

54,172,2唖

85,031,557

946,757

745,900
454,536

20,290

2,167,4理

、

2,167,483

82,864,074

０

82,864,074

85,03],557

(単位:円）

増減

△6.605.506

1,663

7,404,442

800,599

０

０

０

2,500,000

2,500,000

０

△６３，７３２

△467,668

△42,282
０

△129,570

１１１

△703,252

1,796,Z墾

2,597,347

４１，１６８

△23,800

△454,536
４４，８９０

△392,2ZＢ

０

△392,278

489,625

2,500,000
2,500,000

2,989,625

2,597,347



科目

ヌー一般正味財産増減の部

１，経常増減の部

(1)経常収益

①基本財団運用益

基本財産受取利息

動受駁会費

受取会喪

③事業収益

業務受託収益

研催糞務受託収益

④その他

塾取利息

その他

(2)経常費用

事業費

婁託費<その他）

モ愛〈人件壷）

侭給緒給与

法定福利画

諸謝金

旅壷交通壷

通信運搬費

会議詞

交際受

場登

印隠l製本戎

新聞図書擾

諸会更

光熱水運費

側耗品費

肖耗什器術品礎

0A装緊ﾘｰｽ料

修繕貢

貢借料

共整費

租税公課

支払手敗料

減価償却翌

保険料

馳饗

管理壷

委託喪（その他）

妻託詞〔人件費）

俸給緒給与

法定福利費

諸謝金

旅挽交通費

通信i里搬登

会議撹

交際費

会場戎

印刷製本費

新囲図書費一一
諸会壷

光熱水道鷲

肖粍品蓋

肖耗ｲ:･熱備品潟

OA擬器ﾘｰｽ料

傍繕撹

質借料

共益壷

租税公霊

支払手数料

減価償却喪

保険料

雑授

経議愛用計

評価損益等調整前当期経常増減頑

基本財産評価損益等

特定責髭評価損益等

投萱有画証券評価損益等

評価損益等計

当期経常増減額

〈1)経常外収釜

(2)経常外菱用

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期麓残高

一級正味財産期末残高

Ⅱ措定正味財産増減の部

翌取寄付金

当期指定正味財産増減額

揃定正味財産期首残嵩

揖定正味財産期末残高

正味財産期末残高

正味財産増減計算書

自平成２７年４月１日至平成２８年３月３１日

予算額 実績

17.847

5.825,277

1.033.9〔〕２

ﾗ.398

271.541

10.984

6‘511.305

426.210

B‘556

95‘328

２Ｚ坐

再55.860

489.625

85.853.699

2２

噌減額

2.436.875

7.472.517

2.253,305

797.364

22.779

2,500,000

2.500‘000

0

2.500,000

2.578.097

単{立:円
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11,406.765174.828.609186.235.37418.764.610194.999.984

正味財産増減計算書内訳表

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

単位:円

醐五研究・詞演会／

セミナー開催享薬
法整備支提享菜

Ｏｌｌ２２団0．0１１２．２５０1H醗制0：

4-6Ｍ９ 0Ⅱ４．６７８

10.369.928174.718.145185.088.073110.401.5361９５‘489.609

02.500‘０００

０2.500.000

0

2.500,000

８５．８５３．６９９

-1.036.8371－１１０．４６４１-1.147.30111.636.9261４８９．６２５

０ ０００

００00

-1,036,83フ-１１０，４６４-1,147,3011.636.926489,625

82.864074

83.353.699

2.500.000

2.500.000

O’2,500.000

012.500.000

2３

罰

単怖曾円

６
’
０
－
回
画
四
一
回

共蓑罰

租税公課

支払手数料

減１面償却愛

保険料

雑費

114425

管理巽

託賓（その他〕

託餐（人件説》

俸給鰭絵与

法定福利壷

菅謝金

旅費交通壷

禰信極瀞壷

謹費.

交際喪

場蚕

印刷製本変

新聞図書殻

諸会壷

光熱水道釣

肖耗品費

肖耗冊･響隅品壷

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

柊繕費

貢借料

共益愛一
租税公課

支払手数料

減価償却費

保険料

誰登
／
／
／
Ⅱ
／

経常我露計

評価損益等調整前当期経常増減顎

基本財産評価損整等

特定黄塵評価挽益等

投責有価証券評価損益等

評価損益等計

当期経荒増減額

2､経常外増減の部

(2)経常外受用

当期一般正味財産贈減額

--股正味財産期首残寓

一般正味討産期末残高

Ⅱ撮定正喋訪産増減の部

竪取寄付金

当期嬬定正味財産地減額

指定正味財産期首残高

指定正味肘産期末残高

正味財産期末瑛高

科目

ｇ・・股正味討産増減の部

１－１釜常増減の部

(1)経常収益

①基本財団運用益

基本財産受取利息

②受取会費

受取会費

③事業収益

業務受託収益

研催業務受託収益

④その他
受取利恩

その他

公益目的事業会洲

合計

4.718.145

法人会計 総合計

454.536

(2)経常費扇

粟案壷

委託聾〔その他）

委託費〈人件費〉

鱈諸諸緒与

去定福利鐙

諸謝金

旅愛交通後

通信運搬費

今熱愛

交際費

場壷

印尉製本費

新聞図書蓋

諸会壷

光熱水道受

肖耗品面

肖粍f:.器術品萱

ＯＡ機器ﾘｰｽ料

修繕喪

1７４，１２９

29.946

3.035.302

‐
ｊ
ｊ
ｌ
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｆ
ｒ
Ｊ
Ｊ
〃
ｊ
・
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｊ
”
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｆ
Ｊ
ｆ

92ｑ４(

34.22

3.468.916

２８５

426.210 426.210

911-4（

63.11

140.6§

1２．７

９１５．３９８

２８７．７１６



附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細は､財務諸表に対する注記に記載している。

2.引当金はないので､明細は作成していない。
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(単位:円）

3.特定資産の増減及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は､次のとおりであります。

1．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①その他有価証券
時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、
売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

(2)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産
定率法
なお主な耐用年数はつぎのとおりであります。
建物付属設備１０年

器具備品４～15年

②無形固定資産
定額法耐用年数5年

(3)リース取引の処理方法
リース物権の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス｡リース取引
については､通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は､税込方式によっております。

2.基本財産の増減及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は､次のとおりであります。

(単位:円）

０

(単位:円）

財務諸表に対する注記

2５

4.基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円）

5．特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は､次のとおりであります。

科目

定期預金

投資有価証券
△－三『.
E-１ロ－

当期末残高

12,500,000

7,500,000

50,000,000

(うち指序TE味財産

からの充当額）

(うち‐般財産から

の充当額）

<42,500,000）
(7,500,000）

(50,000,000）

(うち負債に対･応

する額）

科目

定期預金

投資有.価証券
玉
二
Ｊ

〈
ロ

前期末残高

42,500,000

7,500,000

50,000,000

当期増加額 当期減少額 当期末残高

42,500,000

7,500,000

50,000,000

科目
公益事業積立資産

合計

前期末残高 当期増加額

2,500,000

２５００，０００

当期減少額 空期末残高

2,500,000

2,500,000

科・目

公益事業積立資産

合計

当期末残高

2,500,000

2，５００，０００

(うち指歳JE味財.産

からの充当額）

(2,500,000）

(2,500,000）

(うち…股財産から

の充当額）

(うち負債に対応

する額）



貸借対照表科ロ

<流動盗産）

流動賢産合計

現金

普通預金

有価証券

未収入金

前払費用

(固定資l望）

墓本財産

定期預金

投資有価証券

1,計

枠定置産公益事業積立資産

ｌ小計小計

その他の固定資壷逮物什屈設備

'H,計

ｲ1．器伽品

無形固定資産

電話加入権

燈入保証金

固定醤産合言一

管産合計

<流動負償）

茄肋負債合計

(固定負債）

固定負債合計.

負(駈合語

.‐股正味財･産

脂定正味財産

正味財産合号:.

未仏心

未払消費税等

預り金

負償及び正喋財産･合計.

財産目録

平成28年３月３１日現在

場所･数量等

手許保管

＝_藩東京Ｕ同銀行虎ノ門支店

みず催銀行丸の内中央支店

._ﾆﾗ.二膳友銀行日比谷支店

..『菱東京じ副銀行車京営業部

三井住友信託銀行本店営業部

中同ファンド大和証券

・息菱東京UFJ銀行虎ノ開支店

玲.ずほ銀f､：丸の内半央支店

乞井住友銀行１１比容支店

.-:蕊東京じ同銀行東京営業部

.･弓井住友信託銀行本店営業部

有価証券中国ファンド大和証券

普而預令

:晶差東京UFJ銀行虎ノド団支店

巷i基赤坂１．．３－５赤坂アビクシオーンピハ

賃貸事務所内装F一事費

ﾉ･ゴン他

会計ソフ:、

電話加入権

事務所を賃貸ｉ･るk:あたり保証今葬

差､"入れ
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運転資金

運転資金

運転資金

運転資金

運据資金

運転盗金

運転資金

使用Ｈ的群

lにAよりの業務委託費の未収金

率務所賃借料H28年４月分前払い

公益側的保有財産であり､運用益を調査･研究市
業及び識演会･セミナ・等の開卿催事業の財源とし
て使ﾉ.恥でい星

公艦目的保有財定であり、運用益を調査･研究事

業及び講減会･セミノ.､一等の開催事業の財源とし
て使用している

共ｲ『財産であるため､使用面碩の割合により、.Ｆ
記のとおり按分している,．

；0%(期末帳簿価格25,493円)は､公益目的保有
財産として.､調査･研究事業及び誌流会･セミナー
等の開催事業に使用している。

70器〈期末帳簿価格178ル18凶>は､公益目的保有
財産として、法整蝋支援事業ir使用している。

2鵬(期末帳輝価格50,9851-ｊ>は､公益目的事業
臆必要な法人管理活動の用に供．ｊ･る財産として、
管理業務に使用している。

公益目的保不'財産であり､各事業及び管理業務
で使用している共有財産である”

公益日的保有財産であり､各事業及び管理業務
で使用している共有財産である．

派遣会社ＩＦ対･する萎託費の未払い

雇用保険料､源泉徴収の預り金

(単位:円）

33.435

2,433.802

274.057

180.598

182,897

802.005

302.601

27.096.711

353.765

31.659.Ｒ７二

:0,000,000

:0,000m000

7,500.000

7,500,000

70500,000

7.500.000

5０．０００．０００

2.500.000

2.500.000

254.926

655,817

291,532

301,392

1.965,366

3.469.033

55,969.033

87.628.904

987.925

722,100

65.180

:､775.205

６

1,775‘205

83.353.699

2.500.000

85.853.699

87.628904



同服部進睦

平成２８年５月６日

公益財団法人国際民商事法センター

理事長原田明夫殿

公益財団法人国際民商事法センター

鐙
織

監事本江威喜

監査報告書

私たち監事は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの理事の職務の

執行を藍杏いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１、監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整

備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計

算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産

目録について検討いたしました。

２、監査意見

（１）事業報告等の監査結果

一事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているもの

と認めます。

二理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

（２）計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の

状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上
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平成２８度事業計画書

(平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

l、公益事業１アジア地域を中心とする民商事法分野での調査。研究及び講演

会・セミナー等の開催並びにその援助

成果物については、印刷物にして関係者に配布するとともにホームページ上に

公開することとしている。

（１）調査。研究事業

①日韓パートナーシップ共同研究

韓国とは、経済。文化他全般にわたり、従来に増して緊密な関係が進展すると

期待されており、当財団は法務省と共同して、平成１１年度より法務省｡法務局

と裁判所の職員､韓国の大法院(最高裁)･各級法院に勤務する登記及び執行関係

職員との間で所掌業務に関する諸問題について相互に研究検討するパートナー

シップ共同研究を実施している。平成２８年度は引き続いて「不動産登記制度、

商業登記制度、戸籍。供託制度及び民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」を

テーマとして、６月に東京、１０月に高陽(韓国)で共同研究を実施する予定で

ある。

②アジア太平洋地域法制度調査研究

当財団は、法務省法務総合研究所と共同して、アジア太平洋地域の法制度につ

いて関西の学者、実務家に依頼し、研究会を実施している。第１期「倒産法及

び倒産法に関連する担保」、第２期「ＡＤＲ｣、第３期「知的財産権保護法制」、

第４期「国際会社法比較研究」、第５期「株主代表訴訟」、第６期「監査制度」、

第７期「会社情報の提供制度」を実施してきた。第８期（平成２７年度より３

年間）については、国谷史朗弁護士を座長として、ガバナンスと役員の責任を

テーマとして会社法実務研究会を実施している。

(2)セミナー、講演会、シンポジウム事業

①日中民商事法セミナー

当財一団は中国国家発展改革委員会を中国側の相手方として他関係機関の協力も

得て中国との法律交流事業を取り進めているが､平成２８年度は第２１回日中

民商事法セミナーを次のとおり開催する予定。

時期･場所

テーマ

主催日本

中国

平成２８年１１月北京

ＰＦＩ（社会資本を使ったインフラ整備）

法務省法務総合研究所、当財団

国家発展改革委員会

2８
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日本側講師：テーマに関する専門家講師２～３名招聴

本セミナーでは日中の開催地側（今年度は中国）より時機に応じたテーマを取り

上げて相手国の専門家を招轄し講演を行ってもらう方式をとっており､今年度は

中国側から、前記のテーマで提案があった。このテーマは、北京で実施した第１

７回セミナーで取り上げたテーマで､中国側がそれを更に深堀したいとしている

もの。

日中民商事法セミナーは、当財団設立以来継続してきた重要プロジェクトであ

り、日中双方の民商事法分野での専門家の交流を通じ、広く企業等実務家にも有

意義であるとの評価を受けており、この内容の一層の充実を図るとともに、ます

ます国家発展改革委員会との友好関係を深め､将来に向け新たな協力事業も検討

したい。

②国際民商事法講演会

特定国について関心の高いテーマを選び､当該国の専門家による講演会を機会あ

る毎に開催しており、前年度は「ラオスにおける法整備の現状及びアジアにおけ

る経済紛争解決」をテーマとして実施した。

当年度も法務省法務総合研究所他関係諸機関の協力を得て､前年度に引き続き講

演会を開催する予定としている。

③国際民商事法「金沢セミナー」

アジア。東南アジア地域におけるビジネス法関連の情報交換と、同地域における

ビジネス法｡経済法分野での法整備支援のニーズ及びドナー間連携の可能性につ

いて意見及び情報交換を行うことを目的として国内外の専門家を招いて実施し

ている。平成２８年度は、次のとおり開催する予定である。

④

時期･場所

テーマ

主催

平成２９年３月金沢

未定（検討中）

石川国際民商事法センター、当財団、

北国新聞社及び法務省法務総合研究所

連携企画（人材-育成のためのシンポジウム等）

法整備支援を促進するためには、これを支える国内人材の育成と活用が極めて

重要であり、さまざまな人的資源を発掘。確保するための一方策として、法整

備支援を担う次世代の若者らとの意見交換の場を提供することが必要である。

法務省法務総合研究所、名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)、当

財団他が主催して、他大学生，法科大学院生。若手法曹や研究者を対象に、平

成２１年８月に「わたしたちの法整備支援～ともに考えよう！法の世界の国際

協力」シンポジウムを開催し、その後継続している。平成２８年度は、引き続

き、「アジアのための国際協力in法分野」をテーマして、６月にキックオフセ

ミナーを、８月にサマースクールを、１１月にシンポジウムを夫々連携して
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開催する予定である。

上記の他に、法務省をはじめとしてアジア諸国の法制度に関係している諸団体が行

う事業で、当財団の目的趣旨に沿うものについては、その成果を上げるべく、当財
団としても積極的に協力することとしている。

２，公益事業２法整備支援事業

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、政府開発援助(ODA)の一環として、主と

してアジア諸国を対象に法整備支援及び法曹人材の育成支援のため、各国より

立法担当者や政府関係者を招致し、日本の法制度やその運用システムの研修を

実施している他、現地への専門家派遣、法律草案作成、法曹養成教育機関への
協力等の支援プロジェクトを拡大している。

当財団は、国際協力機構による民商事分野の支援事業を平成１２年度より随意

契約で受託し、法務省法務総合研究所他関係先と協力し実施してきた。平成２

ｏ年度よりは共同研究会･作業部会等の運営管理業務については公示｡応募によ
るプロポーザル方式に変更され、当財団ではこれに応募し受託業者として選定

され、平成２０年度、２１年度委託業務を実施した。平成２２年度～２４年度

については一般競争入札となり、当財団はこれに参加し所定の手続きを経て平

成２２～２４年度の業務委託契約を締結した｡平成２５～２７年度については、
共同研究会｡作業部会等の運営管理業務に加え､それまで個別に随意契約で実施

してきた国別研修の精算業務等も合わせた公示･応募によるプロポーザル方式

に変更され、当財団ではこれに応募し受託業者として選定された。平成２８年
～３０年度についても、同様にJICA受託業者に選定されることを前提としてい
る。

国際協力機構受託事業収入の過去5年間の推移は以下のとおりである。

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

受託事業収入（千円）

５７，５３４

５６，７２２

６８，３９０

６４，４５０

７４，７１２（見込）

（１）平成２８年度に予定されているプロジェクトは次のとおり。

①ベトナム

案件名：２０２０年を目標とする法。司法改革支援プロジェクト
（２０１５年４月～２０２０年３月）
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案件概要：ベトナム法務。司法関係機関（司法省、首相府、最高人民裁判所、最高人

民検察院、ベトナム弁護士連合会）における、2013年憲法及びベトナムの

2020年を目標とした法。司法改革の趣旨に従った、法規範文書の審査能力

強化、法規範文書の草案起草、法規範文書の統一的な運用に向けた助言。

指導能力及び裁判。執行実務の能力向上、適正かつ効率的な法規範文書の

運用。適用の基礁轄備を支援。

部会等：ベトナム民法共同研究会、ベトナム裁判実務改善研究会

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、３回/年

②カンボジア

案件名：民法。民訴法普及プロジェクト

（２０１２年４月～２０１７年３月）

案件概要：民法。民事訴訟法及び関連法令の定着のための、司法省、王立司法学院、

弁護士会、王立法科経済大学における人材育成、司法省の民事運用能力

強化支援、民法関連の不動産共同省令の起草。普及支援

部会等：カンボジア民事訴訟法作業部会、カンボジア民法作業部会

研修予定：１６名を２週間の予定で招へい、２回/年

③ラオス

案件名：法律人材育成強化プロジェクトフェーズ２

（２０１４年７月～２０１８年７月）

案件概要：ラオスの法務。司法関係機関、法学教育機関及びその所属職員。教員の、

法令の起草（起草のための研究を含む）、法令の運用。執行、法学教育。

法曹等研修及び法令の普及。理解促進の改善に取り組む能力の向上を図

り、ラオスにおける体系的で一貫した立法。法運用。執行並びに政府職

員及び一般市民の法制度へのアクセスの向上を支援

部会等：ラオス民法アドバイザリーグループ

ラオス教育・研修改善アドバイザリーグループ

研修予定：２０名を２週間の予定で招へい、３回/年

④ネパール

ａ・案件名：法整備アドバイザー

（２０１５年７月～２０１７年８月）

案件概要：ネパール政府による第２次５ケ年司法戦略計画等の効果的かつ効率的な

実施、及び民法の立法化。普及の支援等を行う

部会等：ネパール民法改正支援アドバイザリーグループ

b,案件名：迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト

案件概要:裁判所の事件管理制度の改善や司法調停による紛争解決の促進を通じた、

裁判所の迅速かつ公平な紛争解決機能の向上。

部会等：ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト
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に係るアドバイザリーグループ

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、２回/年

⑤ミャンマー

案件名：法整備支援プロジェクト

（２０１３年１１月～２０１６年１１月）

案件概要：法務長官府の法案審査及び法的助言能力の向上及び最高裁判所の法情報

の調査及び法案作成能力の向上を含む、両機関の立法実務能力の向上、

人材育成強化を支援

部会等：会社法アドバイザリーグループ

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、３回/年

⑥中国

案件名：市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト

（２０１４年６月～２０１７年６月）

案件概要：日本の立法経験を参考にした、質の高い、有効に実施可能な中国の経済、

社会分野の法律制定。改正作業の促進を図るための、日本の関連法制度

と運用に関する研究成果の取り纏め及び日本の立法過程及び立法後評価

（政策評価）の経験に関する研究成果の取り纏め

⑦インドネシア

新たに「ビジネス環境改善のための知的財産権保護。法的整合'性向上プロジェク

ト」がスタートすることになっている。

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、２回/年

（２）その他法整備支援案件

①法整備支援連絡会

平成１２年から法整備支援に関する関係機関が一堂に会し、意見や情報の交

換を行う場として、法整備支援連絡会を開催している。平成２８年度は従来

と同様、平成２９年１月に大阪で開催される予定である。（当財団後援）

②東ティモール

案件名：東ティモール共同法制研究

案件概要：東テイモールにおける法制度整備の状況，法案起草能力等に関す

る最新情報を入手するとともに，我が国の立法技術や制度構築に

関する基礎知識等を紹介し，今後の同国における法令整備及びそ

の運用の在り方につき共同研究

共同研究予定：３名を１週間招へい。１回/年

③バングラデシュ

案件名：日本。バングラデシュ共同研究

案件概要：日本企業進出が進んでいるバングラデシュにおける紛争解決の実
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態について明らかにするため裁判の迅速化などをテーマにして､共同研究を行

う。

④共同研究予定：８名を１週間招へい。１回年

３、その他

（１）機関誌「ＩＣＣＬＣ」発行予定

平成２８年５月（第２０回日中民商事法セミナーの特集号）

平成２８年７月（平成２７年度事業報告、平成２８年度事業計画を掲載）

その他、セミナー。講演会の成果物として、ニュースレター「ＩＣＣＬＣ

ＮＥＷＳ」を随時発行予定

（２）パンフレット作成｡ホームページの維持

当財団パンフレットの改訂、ホームページのメンテナンス等を行う。

ホームページでは、財団の活動を幅広く知ってもらうため、セミナー・講演

会等の案内を都度掲載し、またその成果物についても、極力ホームページ上
で公開することとしている。

（３）平成２８年度は、財団設立２０周年にあたるので、２０周年記念式典を実施
する予定としている。

以上

3３



科目

Ｉ‐殻正味財度噂減の部

１，経常増減の部

(1>経常収益

①基本財団運用釜

基本財産受取利息

②受取会強

受取会壷

③事業収益

桑務受託収益

研俸業務受託収芸

④その他

取利息

その他

－経常坂霊詞一一一一
(2〕経常費用

事業喪

委託費〈その他）

託萱（人件費）

俸給緒給与

去定福利費

諸謝金

旅費交通鷲

通信運搬費

議萱

交際費

会塔貿

印刷製本喪

新聞図要識

諸会賀

光熱水道喪

消耗品蕊

i蓋什器備品費

柊繕費

重借料

共益賀

租税公課

支払手数料

減価憧却費

保険料

蕊蕎

管理費（注〉

委託費〈その他）

委託費（人件費）

俸給緒維与

法定福利喪

諸謝金

旅蚕交通費

通信運I賎費

濫費

交際識

会靭壷

印刷製本費

新聞図罫薪

諸会劉

光熱水道費

消耗品蜜

肖耗什器備品畳

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

信繕費

麓借料

共益蕊

租税公課

支払手数料

減掴償却費

保険料

一堂童
経常愛用計

評価槙益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等

待定貿産評価損益等

投資有価証券評価損益等

評価損益等計

当期経紫増減額

2,経常外増減の部

(1>経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額

一般正味討産期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

収支予算書（正味財産増減予算書）

自平成28年４月１日至平成29年３月３１日

予算額 前年度予算額

9.000 １７．８４７

０．７００．００

75.940.448 2.281.27

5.000 16.97

96.254.448 93.470‘6３１

33.729.736 ”_?２1.93

8.932.800 8.53６．７３１

1.519.200

4.754.912 10.403.386

10.846-687 ４０．８２ 7．０６９

2.584.301 7.509.575

2.990‘7８７

?､０33.992

〕0.000

1.035 889.478

ﾖ1４ ２７１．５４１

1597.040 4-455-840

405.920

367.815 169.006

227.363

2.650.000 950.000

3（ 400.000

60.000

0.000

3.158

433.615

115.073

95.328

80.426 160.852

０ '７４６

96.260,709 9３．５２６．４９１

･-6.26＃ -55･８６０

83.325.201 83.275.602

3４

単位合円単ｲ立合ＩＢＳ

増減調 備考

戸8.84『

3.659１７８

=454.536

6８３９７

398.08

･-.737.1

1９．６ １８

213.088

05.795

･･ﾖ60.000

ｦ7６

1４６

27.272

･-．０９８４

141.200

285.972

198.809

･･'00.729

1.700.000

-50.000

再21.600

-31.579

844.700

24.672

-80.426

-2.746

2.734.21Ｂ

4９．５９９

49.599



０１9,000

0１5.000

単位:円

9,000 0１９．０００

収支予算番内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

[iＩ

3５

OＩ

共益萱

租税公課

支払手数料

減価溢却蚕

保険料

雑費

管理受〔注）

委託費（その他）

委託費〈人件喪）

俸給緒給与

法定福利謎

諸謝金

旅壷交通登

涌信運搬費

議壷

交際費

会場寅

印刷製本畳

新聞図書費

諸今菩

光熱水道喪

消耗品笹

消耗ｆＩ･器備品費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

搭繕壷

貢借縄

共益費

租税公課

支払手数料

減価償却費

保険料

雑饗

１１５．０７３

37.18Ｂ

80.426

1.373

920.582

10.984

1.035.655

723.833

１２．３５７

経常登用計

評|園損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損整等

特定斑産評価撹茎等

投壷有価証券評価握益等

評価糧撰等計

当期経常増減顎

2.経常外増減の部

（.〉経常外収益

【2)経常外費用

当期一般正味財産増減額

一般正味財蔵期首残高

一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

.：､731.499

=1.364.499

75.967.663

－２７－２１５

87.699.163

－１‘391.715

画1．３９１７１５

8.561.546

1.385.454

1.385.454

=6.261

-6.261

83.331.産

８３‘325

83.325.2

6２

科目

Ｉ・般正暖財産瑠減の部

１，経常瑠滅の部

(1>経常収益

①基本財団運用益

垂木訪産受取利息

②受取会費

受取会蚕

③事業収益

業務受託収益

研修業務受託収益

④その他

受取利息

その他一一
経常収益計

(2)経常費用

公益目的事業会計

間近誘究･瞬演会ｆ

5.000

鐘整備支擬事業

75.940答44Ｂ

75940448

75.940.448

合計

10.353.00

75.940.44

75.940.44

86.307唇448

法人会計

9.947.000

総合

20.300.000

75.940.448

75940.448

5－０００

96.254.448

事案費

雲託費〈その他〕

委託費〈人件萱）

俸給緒給与

去定福利費

諸謝金

旅豊交通費

預信運搬受

会議蚕

交際費

場費

印刷製本菱

新聞図書費

諸会蚕

光熱水道費

尚粍品費

消耗什器術品巽

OA擬器トス料

修繕費

４４．７３１．４９９

3.605

434.362

1.627.172

596.839

171.137

３００

32.839.975

8.932

3.698

7.241.34

1.030.10

15.020

307.200

520.55

ﾖ0０

87.699Ｊ63

33.729.736

8932.800

1.519.200

4.754.912

10.846.687

1464-466

1.642.192

345.600

691-693

47.191

433.615 3.468.91 3.902.531

‐
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
Ｉ
，

1.597.040

367.8.5

126.634

393.600

38.400

60.000

1.597.040

２（

３８.Z

60.000

26.634

350.000

１００

３１．５７９

433‘６１５

80.426

1.373

１５．０７３

44.700

１１５．０７３

844.700

1.373

33.729.736

8.932.80（

1.519.20

10.846.61

1.464.41

1.642.192

2.990.787

1.467.927

691.693

3.902.53

1.035.65

１２．３５７



資金調達及び設備投資の見込み

(平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

1、資金調達の見込みについて

なし

２、設備投資の見込みについて

なし
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